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一
九
九

0
年
代
に
入
っ
て
、
日
本
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
戦
後
補
償
裁
判
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
本
件

つ
で
あ
る
。
本
件
審
理
に
お
い
て
証
言
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
に
意
見
の
概
要
を
ま
と
め
た
。

も
そ
の
一「

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
受
諾
の
も
つ
法
的
意
味

ー
、
戦
後
日
本
の
原
点
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
」
の
受
諾
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

長
い
植
民
地
統
治
及
び
侵
略
戦
争
に
よ
う
や
く
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が

引
用
す
る
カ
イ
ロ
宣
言
に
は
、
台
湾
を
中
国
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
「
朝
鮮
の
人
民
の
奴
隷
状
態

に
留
意
し
、
や
が
て
朝
鮮
を
自
由
独
立
の
も
の
に
す
る
」
と
あ
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
、
従
っ
て
、
明
治
憲
法
下
で
の

日
本
の
国
家
的
営
為
、
と
り
わ
け
下
関

条
約
に
よ
る
台
湾
領
有
、
そ
し
て
韓
国
併
合
条
約
に
よ
る
韓
国
併
合
が
、
と
も
に
否
定
さ
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
満
州
事
変
以
降
の
「
十
五
年
戦
争
」
の
終
結
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
清

戦
争
に
よ
る
台
湾
領
有
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
中
国
交
正
常
化
の
時
、
中
国
の
周
恩

来
首
相
は
田
中
首
相
歓
迎
宴
で
の
挨
拶
に
お
い
て

「
一
八
九
四
年
か
ら
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
日
本

軍
国
主
義
者
の
中
国
侵
略
に
よ
り
、
中
国
人
民
は
極
め
て
ひ
ど
い
災
難
を
蒙
り
・
・
・
」
と
簡
潔
に

歴
史
を
総
括
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
も
符
合
す
る
日
清
戦
争
か
ら
の
「
五
十
年
戦
争

史
観
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

台
湾
領
有
を
定
め
た
下
関
条
約
第
二
条
に
は
「
清
国
は
、
左
記
の
土
地
の
主
権
並
び
に
・

・・

を

た
法
日
本
国
に
割
与
す
」
と
あ
り
、
韓
国
併
合
条
約
第
一
条
に
は

「韓
国
皇
帝
陛
下
は
、
・
・
・
一

切
の
統
治
権
を
完
全
且
永
久
に
、
日
本
国
皇
帝
陛
下
に
譲
与
す
」
と
あ
る
(
い
ず
れ
も
傍
点
は
田
中
、

一、

唱

'
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浮島丸訴訟に関連する意見書[2000.6J 

以
下
同
じ
)
。
条
約
上
の
文
言
を
見
る
限
り
、
台
湾
も
朝
鮮
も
日
本
か
ら
分
離
さ
れ
る
余
地
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
離
が
法
的
に
実
現
し
た
こ

と
を
、
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。

2
、
ま
た
、
明
治
憲
法
下
の
日
本
'は
、
か
つ
て
「
官
一
戦
布
告
」
を
行
っ
た
四
度
の
「
戦
争
」
を
経
験
し

て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
天
皇
の
日
清
、
日
露
の
両
戦
争
、
そ
し
て
大
正
天
皇
の
第

一
次
大
戦
の

「
開
戦
の
詔
勅
」
で

は
、

い
ず
れ
も
H

国
際
法
の
遵
守
H

を
う
た
っ
て
い
た
が
、

最
後
の
昭
和
天
皇

の
詔
勅
(
一
九
四
一
年
)
だ
け
は
、
こ
の
重
要
な
一
句
が
除
か
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
日
清
開
戦
時

の
そ
れ
に
は
、
「
い
や
し
く
も
骨
際
法
必
な
と
か

p
b降
り
、
各
々
権
能
に
応
じ
て

一
切
の

手
段
を

尽
く
す
に
お
い
て
、
必
ず
遺
漏
な
か
ら
ん
こ
と
を
期
せ
よ
」
と
あ
っ
た
。

一
方
、
満
州
事
変
や
日
華
事
変
は
「
事
変
」
と
称
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
二
旦
戦
布
告
」
を
行
っ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
東
京
裁
判
」
の
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。
「
奉
天
事
件
(
満
州
事
変
の
こ
と
)
の
勃
発
か
ら
戦
争
の
終
り
ま
で
、
日
本
の
歴
代
内
閣
は
、

中
国
に
お
け
る
敵
対
行
為
が
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
彼
ら
は
執
劫
に
こ
れ
を
『
事
変
』
と
呼

ん
だ
。
そ
れ
を
口
実
と
し
て
、
戦
争
法
規
は
こ
の
敵
対
行
為
の
遂
行
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
軍
当

局
は
主
張
し
た
」
と
(
『
東
京
裁
判
判
決
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
四
九
年
)
。

十
五
年
戦
争
の
始
期
と
な
っ
た
満
州
事
変
の
翌
年
の
一
九
三
二
年
三
月
、
日
本
は
中
国
東
北
地
区

に
「
満
州
国
」
を
作
り
上
げ
た
。

そ
れ
は
国
際
社
会
か
ら
批
判
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
結
局
、
国
際

連
盟
総
会
が
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
報
告
を
採
択
し
た
際
、
日
本
は
、
国
際
連
盟
か
ら
脱
退
し
た
の
で

あ
る
。

一
九
三
三
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
年

一
月
、
ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
政
権
が
成
立
し
、

円
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や
が
て
日
本
に
つ
い
で
同
じ
く
同
連
盟
を
脱
退
し
、
日
独
は
同
盟
関
係
に
入
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、

国
際
社
会
に
背
を
む
け
て
、
「
別
の
道
」
を
突
き
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
十
五
年
戦
争
期
に

お
け
る
唯
一
の
「
宣
戦
布
告
」
で
あ
っ
た
昭
和
天
皇
の
「
開
戦
の
詔
勅
」
に
H

国
際
法
遵
守
H

が
入

ら
な
か
っ
た
理
由
も
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
年
の
暮
、
一

二
月

一
目
、
衆
議
院
本
会
議
は
「
戦
争
責
任
に
関
す
る
決

議
」
を
採
択
し
て
い
る
。

い
わ
く
、
「
惟
う
に
戦
争
責
任
な
る
も
の
は
、

之
を
国
際
的
に
稽
ぶ
れ
ば
、

世
界
平
和
を
撹
乱
す
る
無
謀
の
師
を
起
さ
し
め
た
る
開
戦
責
任
と
、
開
戦
後
に
於
て
国
際
条
規
に
背

反
す
る
惨
虐
行
為
を
行
ひ
た
る
刑
事
犯
罪
と
に
止
る
。
官
一
戦
以
降
、
国
家
の
命
令
に
奨
順
し
て
合
法

的
に
戦
争
遂
行
の
為
、
職
域
に
挺
身
し
た
る
一
般
国
民
に
及
ぶ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
(
原
文
は

カ
タ
カ
ナ
)
。
戦
後
初
の
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
四
月
で
あ
り
、
こ
の
決
議
を
行
っ

た
の
は
、
戦
時
下
の
一
九
四
二
年
四
月
の
「
翼
賛
選
挙
」
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
員
諸
侯
で
あ
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
法
的
意
味
を
考
え
る
と
き
、
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
を
充
分
に
踏
ま
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
け
だ
し
、
現
憲
法
は
明
治
憲
法
の
改
正
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
明
治

憲
法
下
で
の
国
家
的
営
為
の
結
果
に
つ
い
て
も
、
現
憲
法
は
そ
の
成
立
以
降
、
そ
れ
を
引
き
続
い
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
国
家
無
答
責
」
と
か
、
「
憲
法
が
ま
っ
た
く
予
想
し
な
い
と
こ

ろ
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
法
前
文
も
、
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
・

・・

」
と
述
べ
て
い
る
。

4
、
な
お
、
本
件
に
関
連
す
る
戦
時
の
状
況
を
示
し
て
く
れ
る
三
つ
の
図
表
を
掲
げ
て
お
く
。

図
表
①
「
国
家
総
動
員
法
下
の
人
的
動
員
関
係
法
令
の
制
定
推
移
」
は
、
朝
鮮
人
を
も
動
員
し
た

。J



法
令
網
を
示
し
て
お
り
、
本
件
原
告
の
多
く
が
国
民
徴
用
令
に
よ
る

国
側
の
準
備
書
面
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
徴
用
」

〈
'図
表
爪
W
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国

家
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7
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図
表
②

「
労
務
(
国

民
)
動
員
計

画
に
お
け
る

給
源
別
供
給

数
」
は
、
動

員
計
画
の
中

に
お
け
る
朝

鮮
人
の
占
め

る
比
率
が
決

し
て
小
さ
く

な
い
こ
と
を

不
し
て
い
る
。

例
え
ば
、

九
四
三
年
は

七
%
、

四
四

年
は
六

%
と
な
っ
て

い
る
。

戸¥ぐ! 1939 1 ~J.l O 1941 19.12 19.13 19~4 

千人 F人 守入 千人 千人 す・人 千人 予人 千人 予A 1-A. 子入

新.tJl.小学校(国民学佼)生存菜在 467(2011 739(3291 423(1671 771(3531 777(3181 790( 334) 
f百反中学校卒菜者 ー 42( 10) 90( 221 94t 38) 149( 71) 300( 170) 
各勉学校在学者 ー 53( 18) 
学佼在学者 一 一 2，053( 920) 
物資動員関係緩E王者 101( 311 218( 44) 

労務節減可使ナル菜防ノ従事者 93( 111 164( 191 ー

金泉笠備ニヨル転換.l，. 591(173) 143( 731 
男子~菜禁止ニヨル伝換者 190( 0) 16( 。}
男子配置規正ニヨル転換省 ー 225 ( 。)
動員強化ニヨル伝聡者 1.380(3041 695(1721 287 ( 185) 
其ノ他ノ :有菜考 69( 71 100( 22) 128( 57) 

lH来ge~者及良菜従事~ 256( 651 202( 80) ー 98( 14) 83(お} 38( l4l 
長付以外/来従業者 87(幻) 47( 12) 一

女子無業者 50( 50) 40( 40) 一

祭実者 ー 169(124) 90( 61) 255(200) 270( 240) 
~入朝鮮人労務者 85( 0) 88( OJ 8H 0) 120( 0) 120( 0) 

内地在住籾!'f人労務者 50( 0) 
0) 

ー

華人労務者 30( 。)
勤労報因縁 一 一 ー ー IOO( 50) 

aロh 計 1，139(381 ) 1.540(534) 2，212(624 ) 1，968(660) 2.396(860) 4， S42( 1， 986) 

く図表⑨労防 (国民)動員計画における給源別供給数

G 
@ 

戦後補償問題研究会編『唱え後浦償問題資斜!IU;r!-j島. 1990 年.原資事ヰは『公文l3IJ~高J (国立公文書E館五互に
カッヨ内は女子で合計の内欽. 1942年度以降は千人未満を4拾 5入. 194I. 42. 44竿皮の r:動員強化ユヨル伝E王
者J は菱重tlllt工業従事者.商業従事者\還倫通信楽従事者.公務自白菜従事者. 家事使用人. 一枚土木淫~!i従事
者の合計.臨時受員に主守する給源は含まない.r~H1未公業者及農薬従事者J は 1942 竿度以降11. r農業従事者J.

出典:西成田豊 f労働力動員と労働改も，大石嘉一郎編『日本帝国 l

主義史~ 3 東京大学出版会19S4年 284頁
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二
、
戦
後
の
非
軍
国
主
義
化
と
国
籍
差
別
の
禁
止

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
結
果
、
日
本
は
連
合
国
(
主
と
し
て
米
国
)
の
占
領
下
に
お
か
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
「
占
領
改
革
」
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
今
日
の
戦
後
補
償
問
題
に
係
わ
る
と
思
わ
れ
る
三

つ
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

ー
、
一
つ
は
、
「
軍
人
恩
給
の
廃
止
」

に
よ

図
表
③
「
旧
植
民
地
出
身
の
軍
人
・

軍
属
」

る
と
、
約
四
五
万
人
が
軍
要
員
と
し
て
狩
り
出
さ
れ
、

う
ち
朝
鮮
人
が
二
四
万
人
余
で
、
戦
没
者
も
二
万
二

0
0
0
人
余
に
達
し
て
い
る
。

な
お
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
軍
要
員
関
係
法
令
の
制

定
は
、
①
陸
軍
特
別
志
願
兵
令
(
一
九
三
八
年
、
勅

令
九
五
)
、
②
海
軍
特
別
志
願
兵
令
(
一
九

四
三
年
、

勅
令
六

O
八
)
、
③
兵
役
法
改
正
(
一
九
四
三
年
、

法
四
)
と
な
っ
て
い
る
。

浮島丸訴訟に関連する意見書[2000.6]

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

く図表③〉旧植民地出身の軍人・軍属

(単位:人)

復員兵. 戦没者 合計

台湾 176，877 30，306 207，183 

朝鮮 220.159 22.182 242，341 

合計 397，036 52，488 449，524 

出典:厚生省接護局業務一課調べ

(1990年 9月)

円。
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主
「
恩
給
及
び
恵
与
」
(
∞
の
〉
ヱ
之
ωω
∞
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、

G

H

Q
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
例

え
ば

「惨
憎
た
る
窮
境
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
責
任
者
た
る
軍
国
主
義
者
が
、
他
の
多
数
人
の
犠
牲

に
お
い
て
極
め
て
特
権
的
な
取
扱
い
を
受
け
る
が
知
き
制
度
は
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
、
日
本
政
府
が
す
べ
て
の
善
良
な
る
市
民
の
た
め
の
公
正
な
る
社
会
保
障
計
画
を
提
示
す

る
こ
と
を
心
か
ら
望
む
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
戦
争
を
内
か
ら
支
え
た
軍
人
恩
給
に
象
徴
さ
れ
る
軍
務
に
服
し
た
も
の
に
特
権
的
補
償
を

与
え
る
制
度
を
廃
止
し
、
戦
争
犠
牲
者
に
対
す
る
救
済
は
、

一
般
的
な
社
会
保
障
制
度
の
充
実
に
よ

っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
覚
書
を
受
け
て
四
六
年
二
月
、
思
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
(
勅
令
六
八
)
に
よ
り
軍
人
恩

給
は
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、
傷
病
兵
に
関
す
る
軍
事
扶
助
法
ご
九
三
七
年
、
法
二

O
)
及
び
空
襲

被
災
者
に
関
す
る
戦
時
災
害
保
護
法
(
一
九
四
二
年
、
法
七
二
も
廃
止
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
旧
生
活
保
護
法
(
一
九
四
六
年
、
法
一
七
)
の
付
則
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
(
後
掲
の
図

表
④
参
照
)
。
す
な
わ
ち
、

一
般
の
社
会
保
障
制
度
の
な
か
に
解
消
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
非
軍
国

主
義
化
」
が
は
か
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

2
、
二
つ
目
は
、
「
労
働
者
の
国
籍
に
よ
る
差
別
の
禁
止
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
五
年
一
一

月
二
九
日
付
の
同
覚
書
「
職
業
政
策
」
(
∞
の
〉
ヱ
Z
ω
g
)
が
、
民
業
、
官
業
を
問
わ
ず
、
労
働
者
を
そ
の

賃
金
、
労
働
時
間
、
労
働
条
件
に
関
し
、
国
籍
、
宗
教
、
社
会
的
地
位
に
よ
り
差
別
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
民
間
企
業
を
対
象
と
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
(
一
九
四

一
年
、
法
六

O
)
の
国
籍
条
項
が
撤
廃
さ
れ
、
四
六
年
一
月
以
降
は
外
国
人
も
厚
生
年
金
の
被
保
険

ー 7-
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者
と
な
る
、
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
労
務
者
の
就
職
及
び
従
業
に
関
す
る
件
(
一
九
四
六
年
、
厚
生
省
令
二
)
が
制
定
さ
れ
、

国
籍
な
ど
に
よ
る
差
別
の
禁
止
、
な
ら
び
に
そ
の
違
反
者
へ
の
罰
則
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
法
令
は
、

後
に
労
働
基
準
法
(
一
九
四
七
年
、
法
四
九
)
と
な
り
、
今
日
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
(
同
法
三
条

の
均
等
待
遇
、
及
び
一

一
九
条
の
罰
則
)
。
同
様
の
国
籍
に
よ
る
差
別
の
禁
止
は
、
職
業
安
定
法

(
一
九
四
七
年
、
法

一
四
こ
に
も
規
定
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が

G

H

Q
の
覚
書

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

3
、
三
つ
目
は
、
憲
法
改
正
に
お
け
る
外
国
人
保
護
規
定
を
め
ぐ
る
経
緯
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
憲
法

改
正
作
業
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
な
か
、
一
九
四
六
年
二
月
一

三
日、

H

マ
ッ
カ

l
サ

l
憲
法
草

案
H

が
日
本
政
府
に
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
一
般
的
な
平
等
条
項
を
定
め
る
第

一
三
条
の
ほ
か
、

第
一
六
条
と
し
て
「
外
国
人
は
、
法
の
平
等
な
保
護
を
受
け
る
」
と
あ
っ
た
。

G

H

Q
と
日
本
政
府
と
の
間
の
折
衝
で
、
両
者
は
統
合
さ
れ
「
新
二
二
条
」、

す
な
わ
ち
、
「
凡

て
の
自
然
人
は
、
そ
の
日
本
国
民
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
法
律
，の
下
に
平
等
に
し
て
、
人
種
、
信

条
、
性
別
、
社
会
上
の
身
分
若
し
く
は
門
閥
又
は
国
籍
に
依
り
、
政
治
上
、
経
済
上
又
は
社
会
上
の

関
係
に
於
い
て
差
別
せ
ら
る
る
こ
と
な
し
」
と
な
っ
た
。

マ
ッ
カ

l
サ

l
草
案
の
提
示
以
降
の
経
緯

は
、
当
時
、

G

H

Q
の
報
道
管
制
の
た
め
ま
っ
た
く
知
ら
れ
ず
、
三
月
六
日
に
、
日
本
政
府
に
よ
っ

て
発
表
さ
れ
た
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
に
よ
っ
て
、
初
め
て
憲
法
改
正
作
業
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
が
発
表
し
た
要
綱
の
第
二
ニ
は
、
「
凡
そ
人
は
、
法
の
下
に
平
等
に

し
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
地
位
又
は
門
地
に
依
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関

-8 -



係
に
於
て
差
別
を
受
く
る
こ
と
な
き
こ
と
」
と
な
っ
て
い
た
。
前
引
の

「新

一
三
条
」
の
傍
線
部
分

は
削
除
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
「
凡
そ
人
は
」
の
部
分
に
す
べ
て
を
託
し
た
か
た
ち
と
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
口
語
化
さ
れ
た
現
行
憲
法
第
一
四
条
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
・
・
・
」
と
な
っ
て
い
る
。

マ
草
案
に
含
ま
れ
て
い
た
外
国
人
保
護
条
項
は
、
か
く
し
て
姿
を
消
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
前
述

の
経
緯
は
基
本
的
人
権
の
普
遍
性
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ

ろ
で
、
な
ぜ
外
国
人
保
護
規
定
が
入
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
四
六
年

一
月
の
「
日
本
統
治
体
制
の

改
革
」
(
米
の
国
務
、
陸
軍
、
海
軍
三
省
調
整
委
∞
歪
の
の
M
M

∞
)
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

「
日
本
の
[
旧
]
憲
法
は
、
基
本
的
人
権
の
保
障
に
つ
い
て
、
他
の
憲
法
に
及
ば
な
い
。
こ
れ
ら
の

権
利
を
す
べ
て
人
に
対
し
て
認
め
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
は
日
本
臣
民
に
対
し
て
の
み
適
用
す
る
と

規
定
し
、
日
本
に
い
る
他
の
人
は
そ
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
う

え
で
、
「
日
本
臣
民
及
び
日
本
の
統
治
権
の
及
ぶ
範
囲
に
い
る
す
べ
て
の
人
の
双
方
に
対
し
て
基
本

的
人
権
を
保
障
す
る
旨
を
憲
法
に
明
文
で
規
定
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
的
理
念
の
発
達
の
た
め
の

健
全
な
条
件
を
作
り
出
し
、
ま
た
日
本
に
い
る
外
国
人
に
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
有
し
て
い
な
か
っ
た

程
度
の
高
い
保
護
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

ア
メ
リ
カ
は
、
占
領
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
事
前
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
一
九

二
三
年
の
関
東
大
震
災
に
お
け
る
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
も
触
れ
、
日
本
人
に
よ
る
暴
力
や
社
会
的、

経
済
的
差
別
か
ら
外
国
人
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

n
ヨ
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一
、

再
開
さ
れ
た
援
護
立
法
の
制
定
、
軍
人
恩
給
の
復
活

1
、
占
領
政
策
は
、
米
ソ
対
立
の
進
行
を
受
け
て
変
質
し
た
が
、
軍
人
恩
給
の
廃
止
は
そ
の
ま
ま
維
持

さ
れ
た
。
し
か
し
、
対
日
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
日
本
が
主
権
を
回
復
す
る
と
、
そ
れ
を
待
つ
よ

う
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
(
一
九
五
二
年
、
法
一
二
七
「
以
下
援
護
法
と
い

う」

)
が

制
定
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
て
い
た
軍
人
恩
給
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
ま
ず
「
戦
傷
病
者
」
及
び
「
戦
没

者
遺
族
」
に
つ
い
て
、
戦
後
初
の
「
国
家
補
償
」
が
始
動
し
た
。

と
の
初
の
補
償
立
法
に
は
、
少
な
く
と
も
大
き
な

二
つ

の
「
問
題
点
」
が
あ
る
。
一

つ
は
、
そ
れ

が
、
軍
人

・
軍
属
の
み
を
対
象
と
し
、
空
襲
被
災
者
な
ど
他
の
被
害
者
を
除
外
し
た
こ
と
で
あ
る
。

占
領
下
で
軍
人
恩
給
及
び
戦
時
災
害
保
護
法
が
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
の
に
、
前
者
の
う
ち
の
戦
傷
病

者
及
び
戦
没
者
遺
族
に
つ
い
て
の
み
補
償
が
実
現
し
、
戦
災
で
の
死
傷
者
は
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
た

点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
審
議
に
お
い
て
、
早
大
の
末
高
信
教
授
が
、
無
差
別
平

等
原
則
に
反
す
る
と
批
判
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
(
衆
議
院
厚
生
委
員
会
一
九
五
二
年
三

月
二
五
日
)
。
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も
う
一
つ
は
、
国
籍
条
項
(
同
法
一
一
四
、
三
一
の
各
条
)
及
び
戸
籍
条
項

(
同
法
付
則
)

に
よ

っ
て
、
外
国
人
を
対
象
外
と
し
た
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
戦
争
に
狩
り
出
さ
れ
た

旧
植
民
地
出
身
者
(
前
述
の
約
四
五
万
人
)
の
戦
死
傷
者
は
国
家
補
償
が
受
け
ら
れ
な
い
と
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

援
護
法
以
降
の
戦
争
犠
牲
者
援
護
立
法
の
推
移
を
〈
図
表
④
〉
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
な
お
、
図

表
中
の
④
、
⑤
、
⑦
、
③
の
各
法
は
、
国
債
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
、
そ
の
償
還
期
限
が
満
了
す
る
た

一、



く図表.~戦争犠牲者援護立法の推移 対日平和条約 (1952年}

1945年↓ 55 65 75 85 95 2000 

0軍事決助法(13剣 Fーヲベ1 ・

46.!l 
0戦時災害保憲法 (1鈎 i 

①戦傷病者戦没者遺銭等疲護法{附sIJ2勘 九2.4ト
__.. 

__，.， 
②恩給法 (9粂3号) おA I 11 '-'-:1 ・…. ~t 

③!日軍人……恩給鞠吋る法律{公}J56j12
-~ ... 

戦
、z ③戦蹴等の裂に対する特別給付金支給法(食) 合給止gE ;: ; 53 ドF . 
、

者 ⑤戦傷病者畠却復護法 (4条3項) ~: : 6 '1'田
. 、ー~， ， 

5.6ト
75 85 

95 .‘ 戦 ⑤戦没者等の遣脹に対する特別弔慰金支給法 (2条:) i 
86 

... 没 『ー- ; 
76 96 ‘ 

者 ⑦戦傷病者等の妥に対する主恩給付金支給法 (3粂) 66.7 . 
73 ・ 83 ・ 9398.、

③戦没者の父母等に対する'jW給付金支給法(食) 67.6 
来

帰[⑨未開時間護法問 j臼
、， 

遺
、.

者 ⑩来帰還者に関する特別捲置法 (M : : 59，3t ， 

「闘給付師拙{条} 包

-‘ ， 

号鑓l ⑫引錫者等に対する韮旦交付金の支給に関する法律 (3条)i 
. 、

67.8'- ， 
者 : . h 

⑬平和統念事案特別基金等に関する法悌 (44条) 88，5 .-

[… …る坤 け綾

爆 ⑮原子爆弾後爆者に対する草型f昔置に関する法律 68.5 ， 
者

ト→⑮原子爆弾主主爆者に対する俊道に関する法律 94.12 

(鵠住民一……問一徐
__.，・

⑪ スοci)，円)(3o八=6t01.王子、円

特定弔慰金等の支給の実施に関する法待 88.5 
、

(i主123.4は、 1923年4月の怠・以下問じ. ()内は国海条項を定めた条文を示す・1有印は直後定めた条文lまないが、
担用法の関係から悶ii要件がある.(s渇ゅは日本国民と外国人が平等.

@roは 10年ごと、③は5年ごと、それぞれ法改正を行ない、継続支給.
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び
に
、

法
改
正
に
よ
り
新
た
に
国
債
が
発
行
さ
れ
る
方
式
が
と
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
法
改
正
時
を
も

示
す
よ
う
に
し
た
。

一
九
五
三
年
八
月
に
は、

2 

そ
し
て
、

軍
人
恩
給
が
復
活
さ
れ
、
恩
給
法
対
象
者
は
援
護
法
か
ら
そ
ち
ら
に
移

援
護
法
に
つ
い
て
は
、
戦
時
中
に
は
な
か
っ
た
「
準
軍
属
」
と
い

う
範
鴫
が

「

固

と

の

使

用

関

係

」

そ

の

適

用

範

囲

を
逐
次
拡
大
し
て

い
っ
た

の
で

浮島丸訴訟に関連する意見著書[2000.6]

同
目
さ
れ
た
。

新
設
さ
れ
、

あ
る
。

準
軍
属
と
は
、
お
も

に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
型

の
国
家
総
動
員
体
制
の

も
と
で
狩
り
出
さ
れ
た

人
び
と
で
、
そ
の
範
囲

も
徐
々
に
拡
大
さ
れ
て

き
た
。
現
在
、
ど
の
範

囲
ま
で
が
国
家
補
償

の

対
象
と
さ
れ
て

い
る
か

を
知
る
う
え
で
参
考
に

な
る
の
で
、
や
や
煩
雑

に
な
る
が
、
厚
生
省
の

解
説
資
料
に
よ
っ
て
作

に
も
と
づ
き
、

て軍属の身分を取得した者または陸海軍1IL>>lIたる身分を有する者とし

て軍当局におレて徴用された者で，本邦において勤務に従事中の者.

準鞍地非徴用軍属

限海軍の本来の寧易と して. 1941年 12月8日以後.本邦等で勤務に

従事中の者(陵耳r.書量耳Eの共済組合員であった者l
満州学徒

学徒勤労奉公法によ り. 1941年 12月8日以後.中国(関東州および

台湾を除く)において総動員業務と同様の業務に協力中の在満日本人

学徒等

防空監視隊員等

①防空監視隊令3条の規定にもとづいて組織された防空監鋭隊員で防

空上の監観および通信業務に従事中の者.

②船紛防空監視令 I 条の規定にもとづ~ .て組織された船舶防i~監観隊

員で防空監視および通信梁務に従事中の者

準.~地非徴用軍属
陸海軍の本来の軍民として.1937年7月7白から1941年 12月7自の

聞において.本契1宅事での勤拐に従事中の者(陸軍，海軍の共済組合員

であった者1.

防空従事者， 警防団員当事

①防空法にもとづき. 1941年 12月2013以後，池方長官等からの防

空菜務従事命令により.防護.救護軍F公共の防空業務に従事中の医

師.看護婦等の医療従事者.

②防空法にもとづき. 1941年 12月初日以後.地方ー長1ぎからの防空

業務従事命令により特別の教育訓練を受け公共・の防空業務に従事中

の筈防団員.

満州青年移民

「満州ニ対スル青年~E廷送出ニ関λル{牛」にもとづき満州に送出され

た者(満州開箔青年量産勇隊の前身である)で.隊員主権築等の軍事に関す

る業務に従事中の者(1937年 11月初 日から 1939年・ 12月 21日の聞

の傷病に限る1.

義勇隊開拓団員

茨波県内原訓練所で訓練を受けた後.満州に滋出され.1941年 10月

以降.満州開拓青年義男Eまの隊員として.現地.il1!錬所で訓練を終了し

た後，集団開拓農民となった者(1945年8月8日までは.陣地術祭宅事

の軍事に関する業務に従事中の者に限る).
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問。遺僻締法にレう 「準蹴J

関「パは員総身学 い補りのおっ
本ス国 lそ さ 動 勤 徒 ま る 償 広 表 く た
件ル民で うれ 員労勤ずこの範を(ー
の件義きした法令労、と対囲見図覧
原一勇なた人令な令国が象のる表表
告な隊い法、にど、民わと人と⑤を
らど組場令さよの女徴 か な び 、 、 )掲
がの織合でらり因子用るっとか。げ、

閣ニはカに動家挺令。 て が な こ て
日 議
本決
人定
でも
あ
れ戦
ば後
、補

国償
家 の
補根
{賞拠
のと
対し
象て
と 活
な 用
っさ
てれ
いて
るい
こる
との
はで
明あ
らる
か 。

で
あ

ザ。。

国家総動員法による彼徴用者

①国家総動員法4条にもとづく国民徴用令・船員徴用令等により徴用

され.国のおこなう総動員業務ぞ政府の管理する工翁等のおこなう

総動員業務に従事中の者.

②軍需会社法によって僧定された軍需会社の従業員であって.軍需会

社徴用規則によ弓て現職のまま徴用されたものとみなされる者(~‘ 

わゆる現員徴用者}で，業務に従事中の者.

総動員業務の協力者

国家総動員法5条にもとづく総動員策務への勤労協力に従事中の者

学校級国隊の隊員一一いわゆる動員学徒.学徒勤労令により .中学

佼.女学校，大学等から動員され.軍需工場等で働いた学生.生

徒.t.こだし，国民学校初等科の生徒は除く

女子挺身隊の隊員一一女子挺身勤労令により動員され.箪需工場等

で働いた女性

国民勤労報国隊の隊員一一国民勤労銀閣協力令により動員され，軍

需工湯等で働いた人

戦闘参加者

鐙海軍の要請にもとづいて戦闘に怠加した者.おもな例として ①満

州において.関東署Zの要請により自立と交験した開妬団員等.②沖縄本

島において. 8本軍の要請により軍事行動中の住民.

国民義勇隊員

「箇民義勇隊組軽量ユ関見 Jレ件Jにもとづいて組織され，出動中の国民

義勇隊の隊員.出動例として.都市疎開.陣地帯暗築作業

特別未帰還者

陸海軍に属していない一般邦人で. 1945年9月2日から引き続き海

外にあって帰国せず，かつソ連，陣太.千島.北線38度以北の紛鉾，

関東州，満州または中国本土の地底内において.ソ連池島車内の強制l抑
留者と同様の実情にあった者.

満州|開拓膏年義勇隊員

「満州開拓民ュ関スル根本方策ニ関スル{牛」にもとづいて組織された

開拓民のうち，青少年をもって結成されたものであって，茨城県内原

訓練所で訓練を受けた後.満州に送出され.現地訓練所に入所してい

る期間中の者(1945年 8月8日までは，陣地術祭符の軍事に関連する

業務に従事中の者に限る).

軍属彼徴用者

国家総動員法により徴用され，陸軍または海軍の臨絡工場等に所属し

こ
れ
ら
は
法
改
正
に
よ
る
範
囲
の
拡
大
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、

よ
っ
て
補
償
が
な
さ
れ
た
例
も
あ
る
。

な
か
に
は

「
法
外
措
置
」

q
d
 

句
』目企
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一
つ
だ
け
例
示
し
て
お
く
と
、
日
本
赤
十
字
社
の
従
軍
看
護
婦
に
つ
い
て
は
ず
い
ぶ
ん
後
で
あ
る

が、

一
九
七
八
年
八
月
、
す
べ
て
の
政
党
の
合
意
に
よ
り
、

「
思
給
制
度
を
準
用
し
、
戦
地
加
算
を

考
慮
し
て
、
兵
に
準
ず
る
処
遇
を
す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
翌
年
か
ら
毎
年
「
慰
労
給
付
金
」
が

支
給
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
一
年
度
か
ら
は
、
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
が
そ
れ
に
加
え
ら
れ
、
九

二
年
度
予
算
で
は
、

両
者
を
あ
わ
せ
て
約
二

0
0
0
人
に
、
総
額
三
億
二

0
0
0
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
(
戦
後
補
償

問
題
研
究
会
編
『
戦
後
補
償
問
題
資
料
集
』
第
六
集
)
。
も
ち
ろ
ん
、
恩
給
制
度
を
準
用
す
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
恩
給
の
ベ

l
ス

・
ア
ッ
プ
が
あ
れ
ば
、
こ
の
「
慰
労
給
付
金
」
も
増
額
さ
れ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

3
、
恩
給
法
及
び
援
護
法
で
は
カ

バ
ー
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
「
未
帰
還
者
」
及
び

「
引
揚

者
」
に
対
す
る
国
家
補
償
と
し
て
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
(
一
九
五
三
年
、
法
一
六
二
、

及
び
引
揚
者
給
付
金
支
給
法
(
一
九
五
七
年
、
法
一

O
九
)
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、

「
固
と

の
使
用
関
係
」
の
有
無
で
は
な
く
、
「
外
地
」
に
い
る
(
い
た
)
者
に
対
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
、

引
揚
者
に
つ
い
て
は
、
在
外
財
産
の
喪
失
に
対
す
る
補
償
の
意
味
で
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
。
し
か

し
、
来
帰
還
者
及
び
引
揚
者
に
関
す
る
立
法
に
も
「
国
籍
要
件
」
が
あ
り
、
同
じ
境
遇
の
旧
植
民
地

出
身
者
な
ど
外
国
人
は

こ
こ
で
も
除
外
さ
れ
た
。

4
、
五

0
年
代
の
立
法
の
も
う
一
つ
は
、
被
爆
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
日
本
政

府
は
空
襲
被
災
者
に
は
国
家
補
償
を
行
わ
な
い
方
針
で
あ
っ
た
が
、
一
九

五
五
年
四
月
、
広
島
・
長

崎
の
被
爆
者
が
、
平
和
条
約
で
対
米
請
求
権
を
放
棄
し
た
日
本
政
府
を
相
手
に
補
償
請
求
訴
訟
を
提
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起
し
た
た
め
、
状
況
が
動
い
た
。
放
射
能
障
害
の
特
殊
性
に
着
目
し
、

一
九
五
七
年
三
月
、
原
子
爆

弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
法
四
こ
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
と
れ
は
生
存
被
爆
者

の
み
を
対
象
と
し
、
し
か
も
法
律
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
医
療
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
国
家
補

償
と
は
異
質
な
も
の
と
政
府
は
位
置
づ
け
た
。
従
っ
て
、
そ
の
所
管
は
「
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
(
現
、

保
健
医
療
局
)
」
と
さ
れ
、
「
援
護
局
」
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
即
ち
、
厚
生
省
の
『
引
揚
げ

と
援
護
三
十
年
の
歩
み
』
(
一
九
七
八
年
)
及
び
『
援
護
五
十
年
史
』
(
一
九
九
七
年
、
と
も
に
、

ぎ
ょ
う
せ
い
刊
)
は
、
い
ず
れ
も
被
爆
者
に
つ
い
て
ひ
と
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
原
因

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
被
爆
者
に
関
す
る
立
法
に
は
珍
ら
し
く
「
国
籍
要
件
」
が
な
く
、

本
に
居
住
す
る
限
り
外
国
人
に
も
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

日

円
同
U

1
ム

四
、
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
追
加
的
施
策

一
九
六

O
年
一
一
月
、
経
済
審
議
会
は
国
民
所
得
倍
増
計
画
を
答
申
し
、
日
本
は
経
済
高
度
成
長
期

に
入
っ
た
。
六

0
年
代
の
戦
争
犠
牲
者
立
法
の
特
徴
は
、
五

0
年
代
に
な
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
「
追

加
的
施
策
」
が
相
次
い
だ
こ
と
で
あ
る
(
前
掲
の
図
表
④
参
照
、
六

O
年
と
七

O
年
に
実
線
)
。

ー
、
す
な
わ
ち
、
戦
傷
病
者
・
戦
没
者
遺
族
関
係
で
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
加
給
付
金
支
給

法
(
一
九
六
三
年
、
法
六
二
、
戦
傷
病
者
特
冊
援
護
法
(
一
九
六

三
年
、
法

一
六
八
)
、
戦
没
者

等
の
遺
族
に
対
す
る
特
肝
弔
慰
金
支
給
法
(
一
九
六
五
年
、
法
一

O
O
)
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
(
一
九
六
六
年
、
法
一

O
九
)
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
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金
支
給
法
(
一
九
六
七
年
、
法
五
七
)

次
に
、
引
揚
者
関
係
で
は
、
引
揚
者
等
に
関
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(
一
九
六

七
年
、
法
一
一
四
)
が
、
被
爆
者
関
連
で
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
(
一
九
六
八
年
、
法
五
三
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
制
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
七
本
の
立
法
に
は
、
傍
点
の
と
お
り
、
い
ず
れ
に
も
「
特
別
」
が
冠
さ
れ
て

い
る
が
、
そ

れ
が
「
追
加
的
施
策
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
「
戦
没
者
の
妻
」
に
対

す
る
特
別
給
付
金
は
、
す
で
に
遺
族
年
金
を
受
給
し
て
い
る
妻
に
対
す
る
追
加
的
給
付
な
の
で
あ
る
。

同
法
の
提
案
理
由
は
、
「
戦
没
者
等
の
遺
族
の
方
々
に
対
し
、
政
府
と
し

て
は
思
給
法
、
援
護
法

の

施
行
に
よ
り
(
中
略
)
で
き
得
る
限
り
の
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
(
中

略
)
一
心
同
体
と
も
い
う
べ
き
夫
を
失
っ
た
と
い
う
痛
手
を
受
け
つ
つ
今
日
に
至
っ
た
と
い
う
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
戦
没
者
の
妻
の
精
神
的
痛
苦
に
対
し
て
、
固
と
し

て
も
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
慰
籍
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
」
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
六

0
年
代
末
に
は
、
戦
後
処
理
問
題
に
い
っ
た
ん
終
止
符
が
打
た
れ
る
が
、

二

O
年
の

空
白
の
後
、
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
者
等
の
補
償
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等

に
関
す
る
法
律
(
一
九
八
八
年
、
法
六
六
)
が
、
懸
案
の
被
爆
者
援
護
問
題
に
つ
い
て
も
、
原
子
爆

弾
被
爆
者
の
援
護
に
関
す
る
法
律
(
一
九
九
四
年
、
法
一
一
七
)
が
制
定
さ
れ
、
既
存
の
被
爆
者

二

法
は
同
法
に
吸
収
さ
れ
た
。

2
、
戦
後
補
償
に
お
け
る
「
国
籍
差
別
」
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一

指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
本
件
の
よ
う
な
旧
植
民
地
出
身
者
が
除
か
れ
た
の
は
、

で
あ
る
。
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和
条
約
を
機
に
「
日
本
国
籍
」
を
喪
失
し
、
「
外
国
人
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

同
条
約
が
発
効
す
る
時
、
ス
ガ
モ
・
プ
リ
ズ
ン
に
は
九
一
七
人
の
戦
犯
が
拘
禁
さ
れ
、
そ
こ
に
は

二
九
人
の
朝
鮮
人
と
一
人
の
台
湾
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
旧
植
民
地
出
身
者
は
、

一
九
五
二
年
六
月
、
「
平
和
条
約
発
効
と
同
時
に
日
本
国
籍
を
喪
失
し
た
の
で
、
条
約
一

一
条
に
い

う
H

日
本
国
民
H

に
は
該
当
せ
ず
、
拘
束
を
受
け
る
べ
き
法
律
上
の
根
拠
は
な
い
」
と
し
て
人
身
保

護
法
に
よ
る
釈
放
請
求
裁
判
を
東
京
地
裁
に
提
起
し
た
。
事
件
は
い
き
な
り
最
高
裁
に
送
ら
れ
、
同

年
七
月

三

O
日
、
同
大
法
廷
は
全
員
一
致
で
、
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

そ
の
判
決
要
旨
は
、
「
戦
犯
と
し
て
刑
が
科
せ
ら
れ
た
当
時
日
本
国
民
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
後

引
き
続
き
平
和
条
約
発
効
の
直
前
ま
で
日
本
国
民
と
し
て
拘
禁
さ
れ
て
い
た
者
に
対
し
て
は
、
日
本

国
は
条
約
一
一
条
に
よ
り
刑
の
執
行
の
義
務
を
負
い
、
平
和
条
約
発
効
後
に
お
け
る
国
籍
の
喪
失
又

は
変
更
は
、
右
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
最
高
裁
判
決
と
、
各
種
の
戦
後
補
償
立
法
に
お
け
る
「
国
籍
条
項
」
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る

と
、
「
国
籍
を
失
っ
て
も
、
罪
は
残
る
」
が
、
一
方
で
「
国
籍
を
失
っ
た
の

で
、
補
償
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
ん
な
H

不
条
理
H

が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

3
、
ま
た
、
対
日
平
和
条
約
と
国
内
法
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
、
次
の
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い

。

思
給
法
に
は
、
「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
三
年
を
超
ゆ
る
懲
役
若
し
く
は
禁
固
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
る
と
き
」
は
恩
給
受
給
権
が
消
滅
す
る
(
九
条
二
号
)
と
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
犯
罪
に
問
わ
れ

て
こ
の
条
項
に
該
当
し
た
場
合
は
、
恩
給
受
給
権
の
消
滅
事
由
に
は
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

察
す
る
に
、
国
内
法
に
よ
り
こ
う
し
た
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
限
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と

司

t
咽

i
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対
日
平
和
条
約
第
一
一
条
が
、

連
合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
を
受
諾
し
・

と
定
め
て
い

て
も
、
で
あ
る
。

一
方
、
国
籍
喪
失
は
、
前
述
の
と
お
り
、
平
和
条

約
第
二
条
〔
領
土
放
棄
〕
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
、
そ

れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
例
え
ば
、
思
給
法
九
条
三
号

(
国
籍
を
失
ひ
た
る
と
き
)
に
該
当
す
る
と
の
法
的

効
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
(
旧
植
民
地
出
身
者

の
国
籍
喪
失
を
定
め
た
園
内
法
は
存
在
せ
ず
)

。
す

な
わ
ち
、
「
戦
争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
の
受
諾
」
に
は

国
内
法
的
な
効
果
は
な
い
が
、
「
国
籍
喪
失
」
は
園

内
法
的
効
果
を
も
た
ら
す
、
と
い

う
不
条
理
な
結
果

を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

. 
」ー

援
護
法
か
ら
始
ま
る
一
連
の
法
律

今
ま
で
に
(
九
六
年
度
末
)
約
四

二
兆
円
が
支

出
さ
れ
て
い
る
が
(
図
表
⑥
)
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
は

「
日
本
国
民
」
の
み
を
対
象
と
し
て

い
る
。

国
籍
要

件
の
な
い
被
爆
者
関
連

の
支
出
は
約
二
兆
円
で
、

全

体
の
五
%
に
す
ぎ
な
い
。

4 

と
こ
ろ
で
、

で、

(単位:100万内)

ミミ 軍事恩給および造家篠援護 留守家族および引揚者援護 dロ'- 許

1952-59 567， 169 13，402 580，571 

[ミ(旧軍人 戦没者遺 戦傷病者 原爆医療 その他戦争

遺族恩給 族年金等 医療等 犠牲者援護

1960-77 5，497，829 809， 586 30，800 174，967 191，859 6，705， 041 

中間計 (1952-77年度、日本の 「対外支払いj完了までの累計) 7，285，612 

1978-95 27，316，533 3，757，551 92，494 1，930， 608 33. 164 33，130，350 

1996 1，456，746 200， 645 3， 783 148，883 2，838 1，812，895 

合計 (1952-96年度の累計) 42，128，857 

備考 1998年度予 弔慰金・特別 「戦傷病者 f被爆者健康 引傷者給付

算の受給人 給付金も含 手帳J交 付 手 帳j交付者 金を含む.
員(本人約64 む.年金約7 者約12万人 約32万人.健 号It若者約34
万人、遺族約 万人、弔慰金 康管理手当、 9万人(民間

91万人) 約208万人 月あたり 3万 人)

円が24万人

〈図表⑥>戦争.犠牲者援護授の支出累計

[注]1952年ー59年度は『予算J、以降は「決算J.[出典]総理府『社会保障統計年報J(各年)より作成
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対

日

平

和

条

約

第

四

条

、

第

一

四

条

、

第

一

六

条

に

よ

り

、

イ

ン

ド

ネ

シ

ピ
ル
マ
、
韓
国
な
ど
に
支
払
っ
た
対
外
賠
償
(
無
償
資
金
供
与
を
含
む
)
に
、
在
外
資
産
の
喪

失
、
中
間
賠
償
の
引
渡
を
加
え
て
も
、
そ
の
総
額
は
約
一
兆
円
に
す
ぎ
な
い
(
図
表
⑦
及
び
③
)

。
し

か
も
、
国
内
支
出
は
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い
る
が
、
対
外
支
払
い
は

一
九
七

七
年
度
に
支
払
い
が
終
了

し
て
い
る
(
た
だ
し
、
国
交
未
回
復
の
北
朝
鮮
は
未
済
)
。
戦
後
補
償
に
お
け
る
内
外
格
差
は

一
目
瞭

一
方
、

ア、然
と
い
え
よ
う
。

. ..、，、，ー，

3十 |国名(協定等の調印年} 賠 官E 高島賠償 各種請求llI! fi 

l.ピ ル マ (1954.63) 720 684 1404 

2. A イ z (1955) 12 12 

3.対日平和条約16条(1955) 45 45 

4. ? イ (1955，62) 96 54 150 

5デンマー ク (1955.59) 7.23 7.23 

6.オラ γダ (1955) 36 36 

7. 7 ~リピン ( 1956) 1980 1980 

8.スベイ γ ( 1957) 19.8 19.8 

9.フラ ンス (1957) 16.728 16.728 

10. A ウ z ーデγ(1957) 5.05 5.05 

11.イ γドネゾア (1958) 803.088 636.876 1439.964 

12.ラオ見 (1958) 10 10 

13ーカγポジ7 ( 1959) 15 15 

14.南ベ トナム (1959) 140.4 140.4 

15.イPリ7 (1959.72) 8.3305 8.3305 

16. :%: 国 (1960) 5 5 

17.カナ ダ ( 1961) 0.063 0.063 

18.イン ド ( 1963) 0.09 0.09 

19.緯 国 (1965) 1080 1080 

20.ギ リゾヤ (1966) 0.5823 0.5823 

21.オーストリ 7 (1966) 0.0601 0.0601 

Z2.マレーシア (1967) 29.4 29.4 

23.シγガポール(1967) 29.4 29.4 

24. ，タロ ヰ'/7(1969) 18 18 

25. ~tベトナム (1975) 85 85 

26.ベ トナム (1976) 50 50 

27.アルゼ Yチ γ(1977) 0.8316 0.8316 

28.モ Yゴル (1977) 50 50 

合 3十 3643.488 2783.676 210.7655 6637.9295 

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

〔注〕 賠償は正式な「鐙償協定」にもとづく支払い r単賠償」はそれ

以外の無償供与を指す.

〔出典] 朝日新聞験後補償問題取材底『験後繍僚とは何か』朝日新聞社.

1994年より作成(一部修正).

関悉秘a在外柑悦財憾蓬の明棚叩探糠鰍算釦094附…4“5
合計(.%') 国有財産 企業財産 | 億人財産

合計(%) 325.000(100 ) 51.000( 15.7) 232.000( 11.4) 42.000( 13.0) 

事耳 鮮 77.000(23.7) 17.000 50.000 10.000 

-E， 3 湾 29，000( 8.9) 12.000 14，000 3，000 

満 州 134.000(41.2) 14，000 104.000 16，000 

華 ~t 42，000 ( 13.0) 5，000 31.000 6，000 

$中・華南 27，000( 8.3) 2.000 21.000 4，000 

その他 16.000( 5.0) 1.000 12，000 3，000 

〔出典) r毎日新聞J1946 年 7 月 29 日付 「民間在外財産の補償打~J
りかJより作成.
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浮島丸訴訟に関連する意見事[2000.6J

玉
、
台
湾
人
元
日
本
兵
の
提
訴
、
そ
し
て
九

0
年
代

1
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
モ
ロ
タ
イ
島
で
「
中
村
輝
夫
」
名
の
台
湾
人
元
日
本
兵
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一

九
七
四
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ひ
と
つ
の
キ
ッ
カ
ケ
と
な
っ
て
、
台
湾
人
元
日
本

兵
及
び
そ
の
遺
族
が
、
戦
後
補
償
を
ま
っ
た
く
受
け
て
い
な
い
問
題
が
浮
上
し
、
七
七
年
八
月
、
台

湾
住
民
二
二
人
が
日
本
政
府
に
各
五

O
O
万
円
の
補
償
請
求
裁
判
を
提
起
し
た
。
今
か
ら
思
う
と
、

こ
の
提
訴
は
日
本
の
戦
争
に
ま
き
込
ま
れ
た
ア
ジ
ア
の
人
々
の
日
本
国
に
対
す
る
戦
後
補
償
裁
判
の

鴨
矢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
人
に
の
み
積
み
重
ね
ら
れ
た
戦
後
補
償
へ
の
「
頂
門
の

一
針
」
と

な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
裁
判
は
、
一
審
、
控
訴
審
、
上
告
審
と
い
ず
れ
も
原
告
敗
訴
と
な
っ
た
が
、
東
京
高
裁
判
決

は
、
一
九
八
五
年
八
月
「
ほ
ぼ
同
様
の
境
遇
に
あ
る
日
本
人
と
比
較
し
て
著
し
い
不
利
益
を
受
け
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
[
中
略
〕
早
急
に
こ
の
不
利
益
を
払
拭
し
、
国
際
信
用
を
高
め
る
よ

う
努
力
す
る
こ
と
が
、
国
政
関
与
者
に
対
す
る
期
待
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
(
ジ
ュ
リ
ス

ト
八
四
七
号
参
照
)
。
こ
の
付
言
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
一
九
八
七
年
と
八
八
年
に
特
別
立
法

(台

湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
、
及
び
特
定
弔
慰
金

等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
)
が
制
定
さ
れ
、
戦
没
者
遺
族
及
び
重
度
戦
傷
病
者
(
合
計
約
三
万
人
)

に
各
二

O
O
万
円
、
が
支
給
さ
れ
た
(
総
額
六

O
O
億
円
、
立
法
は
最
高
裁
判
決
以
前
)
。

2
、
日
本
で
台
湾
人
元
日
本
兵
の
補
償
請
求
裁
判
が
審
理
さ
れ
て
い
る
頃
、
ア
メ
リ
カ
で
は
大
戦
中
の

日
系
人
強
制
収
容
問
題
に
つ
い
て
連
邦
議
会
に
特
別
委
が
設
置
さ
れ
、
公
聴
会
な
ど
が
開
か
れ
て
い

た
。
問
委
員
会
は
、
一
九
八
三
年
六
月
、
「
公
式
謝
罪
」
と
「
各
二
万
ド
ル
の
補
償
金
」
を
支
払
う

よ
う
に
と
の
「
勧
告
」
を
採
択
し
た
(
同
委
員
会
報
告
書
の
和
訳
は
、
『
拒
否
さ
れ
た
個
人
の
正
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義
』
三
省
堂
、
一
九
八
三
年
)
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
盛
り
込
ん
だ
市
民
自
由
法
が
成
立
し
た
八
八
年

に
は
、
日
本
で
も
前
述
の
台
湾
人
元
日
本
兵
に
つ
い
て
の
特
別
立
注
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
二

O
O
万
円
と
い
う
金
額
に
は
ア
メ
リ
カ
の
二
万
ド
ル
が
影
響
し
た
と
み
ら
れ
る
。
日
系
人
強
制
収
容

事
件
は
カ
ナ
ダ
で
も
お
き
た
が
、
や
は
り
八
八
年
、
カ
ナ
ダ
政
府
も
同
様
に
謝
罪
と
補
償
に
よ
る
解

決
を
は
か
っ
た
。
両
国
と
も
係
官
を
日
本
に
派
遣
し
、
そ
の
問
い
合
わ
せ
に
応
じ
た
り
、
申
請
の
受

付
け
を
行
っ
た
。

「
当
時
」
の
被
収
容
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
ど
こ
に
住
み
、
ど
こ
の
国
籍
を
持
と

う
が
、
補
償
す
る
と
な
れ
ば
「
平
等
」
に
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

3
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
問
題
は
戦
後
長
く
ソ
連
(
当
時
)
と
日
本
と
の
間
で
く
す
ぶ
っ
て
来
た
問
題
で
あ

る
が
、
九
一
年
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
が
来
日
す
る
際
、
約
六

O
万
人
の
名
簿
と
う
ち
死
者
約
六

万
人
の
埋
葬
地
に
関
す
る
情
報
を
日
本
側
に
手
渡
し
た
。
ま
た
、
同
大
統
領
は
来
日
に
あ
た
っ

て、

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
で
日
本
人
抑
留
者
の
お
墓
に
献
花
し
、
さ
ら
に
、
来
日
後
、
東
京
の
ホ
テ
ル
で
抑
留

者
団
体
の
代
表
に
面
会
し
、
遺
憾
の
意
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

九

O
年
、
韓
国
の
慮
泰
愚
大
統
領
が
来
日
し
た
折
に
は
、
強
制
連
行
さ
れ
た
韓
国
人
の
名
簿
調
査

を
日
本
側
に
依
頼
し
た
が
、
少
な
く
と
も
七

O
万
人
と
い
わ
れ
る
の
に
、
日
本
政
府
は
二
回
に
わ
た

っ
て
約
一

O
万
人
分
の
名
簿
を
用
意
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ソ
連
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
か
っ

た
こ
と

に
な
る
。

4
、
戦
後
補
償
に
お
け
る
日
本
の
ご
国
主
義
」
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
提
起
は
、
足
も
と
の
在

日
韓
国
人
戦
傷
軍
属
に
よ
る
提
訴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

九
九
一
年
初
め
、
神
奈
川
県
在
住
の
石

成
基
と
大
阪
府
在
住
の
鄭
商
根
は
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
年
金
の
詰
求
ま
た
は
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提

起
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
後
、
年
金
申
請
が
却
下
さ
れ
た
た
め
、
処
分
の
取
消
請
求
の
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行
政
訴
訟
と
な
っ
た
。
こ
の
二

人
の
ほ
か
に
、
京
都
府
在
住
者
、
埼
玉
県
在
住
者
及
び
滋
賀
県
在
住

者
の
計
五
名
の
在
日
韓
国
人
が
、
援
護
法
又
は
思
給
法
の
定
め
る
国
籍
要
件
の
不
当
性
を
訴
え
る
裁

判
を
継
続
中
で
あ
る
。

石
成
基
を
例
に
と
る
と
、
援
護
法
に
い
う

「第
三
項
症
」
に
該
当
す
る
が
、
同
じ
戦
傷
を
負
っ
た

日
本
人
に
は
、
同
法
制
定
か
ら
一
九
九
四
年
三
月
ま
で
に
、
累
計
で
五
七
七

O
万
円
余
の
障
害
年
金

が
支
給
さ
れ
、
「
扶
養
加
給
金
」
及
び
「
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
」
を
加
え
る
と
、
総
額
は
六
一

四
八
万
円
に
達
す
る
。
国
籍
に
よ
る
差
別
の
深
刻
さ
を
示
し
て
余
り
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
東
京
地
裁
は
一
九
九
四
年
七
月
、
「
立
法
不
作
為
の
状
況
」
と
指
摘
す
る
の
み
で
、
ま

た
大
阪
地
裁
は
一
九
九
五
年
一

O
月
、
「
違
憲
の
疑
い
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
の
み
で
、
い
ず
れ
も

棄
却
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

5
、
前
述
の
「
在
日
」
の
戦
傷
軍
属
の
戦
後
補
償
裁
判
は
、
そ
の
後
控
訴
審
に
す
す
み
、
九
八
年
か
ら

九
九
年
に
か
け
て
相
次
い
で
高
裁
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
九
八
年
九
月
、
東
京
高
裁
は
、
請
求
は

棄
却
し
た
も
の
の
、
所
見
に
お
い
て
「
援
護
法
の
国
籍
条
項
及
び
本
件
付
則
を
改
廃
し
て
、
在
日
韓

国
人
に
も
同
法
を
適
用
の
道
を
開
く
な
ど
の
立
法
を
す
る
こ
と
、
ま
た
は
在
日
韓
国
人
の
戦
傷
病
者

に
つ
い
て
、
こ
れ
に
相
応
す
る
行
政
上
の
特
別
措
置
を
採
る
こ
と
が
、
強
く
望
ま
れ
る
」
と
よ
り
き

び
し
い
注
文
を
付
し
た
。

九
九
年
三
月
、
衆
院
内
閣
委
で
、
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
た
際
、
野
中
広
務
官
房
長
官
(
当
時
)

は
、
「
東
京
高
裁
の
求
め
ら
れ
て
お
る
所
見
に
基
づ
き
な
が
ら
、
私
ど
も
と
し
て
検
討
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
を
、
お
答
え
と
し
て
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
」
と
答
弁
し
た
(
三
月
九
日
、
同
会
議
録

第
三
号
、
五
頁
)
。
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九
九
年
一

O
月
に
は
、
大
阪
高
裁
が
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
「
国
会
に
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
、
在
日
韓
国
人
で
あ
る
軍
人
軍
属
等
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
憲
法

一
四
条
、
あ
る
い
は
自
由

権
規
約
二
六
条
に
適
合
す
る
よ
う
に
是
正
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に

「
国
会
が
、
今
後
も
何
ら
の
是
正
措
置
を
行
わ
ず
、
そ
の
是
正
に
必
要
な
期
間
を
経
過
し
た
よ
う
な

場
合
」
は
、
「
立
法
不
作
為
が
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
な
行
為
と
評
価
さ
れ
得
る
」
と
し
た
の
で
あ

る
。さ

き
の
野
中
答
弁
も
あ
り
、

、
今
年
に
入
っ
て
、
四
月

二

O
日
、
民
主
党
は
「
特
別
永
住
者
等
で

あ
る
戦
傷
病
者
等
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案
」
を
、
五
月
一

二
日
に

は
与
党
三
党
が

「
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
等
で
あ
る
戦
没
者
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
支
給
法

案
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
衆
議
院
に
議
員
提
案
す
る
に
至
っ
た
。

6
、
日
本
の
外
務
省
の
調
査
結
果

「負
傷
又
は
戦
死
し
た
外
国
人
に
対
す
る
欧
米
各
国
の
措
置
概
要
」

(
一
九
八
二
年
)
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
の
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
西

ド
イ
ツ
(
当
時
)
の
五
ヶ
国
は
、
い
ず
れ
も
外
国
人
元
兵
士
な
ど
に
対
し
自
国
民
と
ほ
ぼ
同
様
の
一

時
金
又
は
年
金
を
支
給
し
て
い
る
。
こ
の
五
ヶ
国
に
カ
ナ
ダ
と
日
本
を
加
え
る
と
サ
ミ
ッ
ト
参
加
国

と
な
る
が
、
カ
ナ
ダ
は
植
民
地
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
日
本
の
み
が
「
国
籍
」
を
理
由
に
除
外
し
て

い

る
の
で
あ
る
。

前
引
の
大
阪
高
裁
判
決
が
「
自
由
権
規
約
二
六
条
に
適
合
す
る
よ
う
に
・
・
・
」

と
指
摘
し
た
の

は
、
国
連
の
規
約
人
権
委
で
日
本
の
現
状
が
批
判
さ
れ
た

こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
九

三
年
一

一
月
、
日
本
政
府
の
第
三
回
報
告
を
審
査
し
た
後
の
同
委
の
コ
メ
ン
ト
は
、
「
旧
日
本
軍
に

従
軍
し
た
韓
国
朝
鮮
及
び
台
湾
出
身
者
で
、
も
は
や
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
が
、
年
金
に
お
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い
て
差
別
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
和
訳
は
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
、
九
四
年
二
月

号
所
収
)
。
さ
ら
に
、
第
四
回
報
告
の
審
査
の
最
終
所
見
(
九
八
年
一
一
月
)
で
は
、
「
委
員
会
は
、

第
三
回
報
告
審
査
の
後
に
出
さ
れ
た
委
員
会
の
勧
告
の
多
く
の
部
分
が
実
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

遺
憾
に
思
う
」
と
さ
れ
、
ま
た
、

「
委
員
会
は
、
規
約
上
の
人
権
に
つ
い
て
の
裁
判
官
、
検
察
官
、

行
政
官
に
対
す
る
研
修
を
定
め
た
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
懸
念
を
も
っ
て
い
る
」
と
も
指
摘
さ

れ
た
(
和
訳
は
、
同
誌
、
九
九
年
二
月
号
所
収
)
。

日
本
も
加
入
し
た
自
由
権
規
約
二
六
条
が
定
め
る
「
法
の
前
の
平
等
」
に
反
す
る
こ
と
が
国
連
で

も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
セ
ネ
ガ
ル
人
元
フ
ラ
ン
ス
兵
の
年
金
額
を
途
中
か
ら
据
え
置
い

た
措
置
に
つ
い
て
、
同
規
約
委
員
会
は
、
八
九
年
四
月
、

二
六
条
違
反
と
判
定
し
た
の
で
あ
る
(
日

本
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
同
規
約
の
選
択
議
定
書
を
批
准
し
て
い
な
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
個
人

が
国
連
に
申
立
を
す
る
道
は
ふ
さ
が
れ
て
い
る
)
。
フ
ラ
ン
ス
は
勧
告
を
受
け
て
是
正
措
置
を
と
っ

て
い
る
。
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六、

司
法
の
役
割
と
司
法
へ
の
期
待

本
件
の
審
理
に
お
い
て
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

、
以
上
私
の

意
見
の
概
要
を
綴
っ
た
。

1
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
戦
後
日
本
の
原
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
台
湾
領
有
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

「
過
去
」
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
行
憲
法
は
明
治
憲
法
下
の
国
家
的
営
為
の
結
果
を
受
け
て
誕

生
し
て
お
り
、
「
憲
法
が
ま
っ
た
く
予
想
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
」
と
か
、
「
国
家
無
答
責
」
、

「時

効
」
、
「
除
斥
期
間
」
な
ど
の
法
理
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
日
朝
国

交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
こ
う
し
た
も
の
が
何
ら
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。



2
、
占
領
改
革
で
の
一
つ
の
テ

l
マ
は
、
自
国
民
中
心
主
義
の
克
服
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
未

完
の
改
革
に
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
主
権
回
復
後
に
再
開
さ
れ
た
戦
争
犠
牲
者
援
護
政
策
は
、
「
国

籍
条
項
」
に
よ
っ
て
自
国
民
中
心
主
義
を
旨
と
し
、
そ
の
結
果
、
「
内
に
厚
く
、
外
に
薄

い
」
戦
後

補
償
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
蔵
省
は
、
「
高
度
成
長
期
に
入
っ
た
日
本
は
、
大
局
的
に
見
て
、
さ

ほ
ど
苦
労
を
せ
ず
に
賠
償
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
総
括
し
た
(
『
昭
和
財
政
史
』

一
九
八
四

年
)

3
、
こ
う
し
た
「
体
系
」
に
H

一
矢
H

を
放
っ
た
の
は
台
湾
人
元
日
本
兵
の
補
償
請
求
訴
訟
の
提
起
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
九
年
、
日
本
で
は
「
昭
和
」
が
終
わ
り
、
中
国
で
は
天
安
門
事
件
が
、

そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
が
崩
壊
し
た
。
韓
国
の
民
主
化
宣
言
、
中
国
の
改
革

開
放
政
策
、
東
西
冷
戦
の
終
結
を
受
け
て
、
一
九
九

0
年
代
に
入
る
と
、
日
本
の
政
府
や
企
業
を
相

手
と
す
る
戦
後
補
償
裁
判
が
相
次
い
で
提
起
さ
れ
た
。

4
、
欧
米
で
も
、
「
過
去
の
克
服
」
へ
の
取
り
組
み
は
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
は
、

日
系
人
強
制
収
容
問
題
に
つ
い
て
、
「
補
償
と
公
式
謝
罪
」
を
実
行
に
移
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。
戦
後
四

O
周
年
に
あ
た
り
、
「
過
去
に
眼
を
閉
ざ
す
も
の
は
、
現
在
を
も
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
説
い
た
の
は
西
独
(
当
時
)
の
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
!
大
統
領
で
あ
っ
た
。
西
独
で
は
、
一

部
、
企
業
に
よ
る
強
制
労
働
者
の
補
償
が
進
ん
で
い
た
が
(
和
訳
『
奴
隷
以
下
|
|
ド
イ
ツ
企
業
の

戦
後
責
任
』
凱
風
社
、
一
九
九
三
年
)
、
ド
イ
ツ
統
一
後
、
そ
れ
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
九
九
年
一
二

月
、
ド
イ
ツ
政
府
と
企
業
は
合
わ
せ
て

一
O
O
億
マ
ル
ク
の
基
金
を
創
設
し
、
強
制
労
働
者
の
補
償

に
あ
て
る
こ
と
に
し
た
。

5
、
五

O
件
を
越
え
る
戦
後
補
償
裁
判
も
か
な
り
進
行
し
、
韓
国
人

B

C
級
戦
犯
国
家
補
償
請
求
事
件

戸

h
d

q
L
 



で
は
、
九
九
年
二
一
月
に
最
高
裁
判
決
が
下
さ
れ
た
(
棄
却
)
。
し
か
し
、
司
法
府
が
問
題

の
所
在

を
指
摘
し
、
前
述
の
よ
う
に
在
日
の
、
戦
傷
軍
属
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
立
法
案
が
国
会
に
提
案
さ
れ

た
。
唯
一
の
部
分
勝
訴
判
決
が
、
九
八
年
四
月
、
山

口
地
裁
下
関
支
部
で
言
い
渡
さ
れ
(
立
法
不
作

為
に
よ
り
、
元
慰
安
婦
に
各
三

O
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
)、

去
る
四
月
一

O
日
、
民
主
党
に
よ

っ
て
「
戦
時
性
的
強
制
被
害
者
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
」
が
参
議
院
に
議
員
提
案
さ

れ
た
。企

業
を
相
手
と
す
る
裁
判
で
は
、
九
七
年
九
月
、
新
日
鉄
が
、
九
九
年
四
月
に
は
日
本
鋼
管
が
、

そ
れ
ぞ
れ
韓
国
人
元
徴
用
工
と
の
間
で
和
解
解
決
を
見
て
い
る
。
九
九
年
九
月
、
東
京
高
裁
は
鹿
島

花
岡
事
件
に

つ
い
て
和
解
を
勧
告
、
一

二
月
に
は
原
告
の
み
で
な
く
、

全
体
解
決
の
た
め
の
受
け
皿

を
中
国
紅
十
字
会
が
受
諾
し
た
こ
と
か
ら
、
新
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

6
、
従
来
か
ら
政
府
は
、
平
和
条
約
及
び
二
国
間
協
定
で
解
決
ず
み
(
除
、
台
湾
、
北
朝
鮮
)
と
し
て

き
た
が
、
元
外
務
次
官
の
須
之
部
量
三
氏
は
、
外
務
省
の
広
報
誌
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
戦
後
処
理
を
考
え
る
と
、
日
本
の
経
済
力
が
本
当
に
復
興
す
る
以
前
の
こ
と

で
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
負
担
を
『
値
切
る
』
こ
と
に
重
点
が
か
か
っ
て
い
た
。
い
ま
と
な
っ
て
み

る
と
、
条
約
的
・
法
的
に
は
た
し
か
に
済
ん
だ
け
れ
ど
も
、
何
か
釈
然
と
し
な
い
。
不
満
が
残
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
へ
ん
が
、
今
後
と
も
日
本
の
国
格
あ
る
い
は
『
国
徳
』
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
望

ま
れ
な
が
ら
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
の
で
す
」
(
『
外
交
フ
オ

l
ラ

ム
』
九

二
年
二
月
号
)
と
。

三
権
の
一
角
を
占
め
る
司
法
も
、
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こ
の
発
言
に
耳
を
傾
け
て
ほ
し
い
。

以
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